
 

 
 

平成２９年 第２回 芦屋町議会臨時会会議録 (第１日) 

                   平成２９年４月７日 (金曜日) 

 

       議 事 日 程 （１） 

                     平成29年４月７日 午前10時00分開会 

 
日程第１ 会期の決定 
 
  第２ 会議録署名議員の指名 
 
  第３ 選挙第１号 芦屋町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 
 
追加日程第１ 同意第４号 芦屋町教育委員会委員の任命について 
 
追加日程第２ 許可第１号 議長の辞職 
 
追加日程第３ 選挙第２号 議長の選挙 
 
追加日程第４ 許可第２号 副議長の辞職 
 
追加日程第５ 選挙第３号 副議長の選挙 
 
追加日程第６ 議席の指定 
 
追加日程第７ 許可第３号 常任委員会委員、議会運営委員会委員の辞任 
 
追加日程第８ 発議第１号 常任委員会委員の選任 
 
追加日程第９ 発議第２号 議会運営委員会委員の選任 
 
追加日程第10 選挙第４号 遠賀・中間地域広域行政事務組合議会議員の選挙 
 
追加日程第11 選挙第５号 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙 
 
追加日程第12 同意第５号 監査委員の選任同意について 
 
 
   【 出 席 議 員 】  (１２名) 
 
１番 松上 宏幸  ２番 松岡  泉  ３番 今田 勝正  ４番 内海 猛年 
 
５番 刀根 正幸  ６番 妹川 征男  ７番 貝掛 俊之  ８番 田島 憲道 
 
９番 辻本 一夫  10番 川上 誠一  11番 横尾 武志  12番 小田 武人 
 
 
 
   【 欠 席 議 員 】  (なし) 
 
 
 
   【 欠 員 】      (なし) 
 



 

 
 
     事務局出席職員職氏名 
 
  局長 池上 亮吉   書記 中野 功明   書記 中山 理惠 
 
 
 
     説明のために出席した者の職氏名 
 
町 長     波多野茂丸 副町長     鶴原洋一  教育長     三桝賢二 
 
モーターボート競走事業管理者 大長光信行 会計管理者   村尾正一  総務課長    松尾徳昭 
 
企画政策課長  中西新吾  財政課長    柴田敬三  都市整備課長  松浦敏幸 
 
税務課長    縄田孝志  環境住宅課長  井上康治  住民課長    岡本正美 
 
福祉課長    吉永博幸  健康・こども課長 濵村昭敏  地域づくり課長 入江真二 
 
学校教育課長  新開晴浩  生涯学習課長  本石美香  競艇事業局次長  藤崎隆好 
 
企画課長    浮田光二  事業課長    木本拓也 
 
 
 
   【 傍 聴 者 数 】  １名 
 
 



- 1 - 

○議長 小田 武人君 

 おはようございます。 

 会議に先立ちまして、４月１日付で、新たに教育長が就任されておりますので、新教育長に御

挨拶をお願いいたします。教育長。 

○教育長 三桝 賢二君 

 おはようございます。 

 新しく教育長を拝命いたしました三桝賢二です。芦屋町の教育のために全力を尽くします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

〔拍 手〕 

○議長 小田 武人君 

 また、４月１日付で課長の異動があっておりますので、副町長から報告をしていただきます。

副町長。 

○副町長 鶴原 洋一君 

 おはようございます。２９年４月１日付で新配置に係る課長の紹介をさせていただきます。な

お、敬称は略させていただきます。 

 まず初めに、新たに課長昇格となりました競艇事業局企画課長の浮田光二です。 

○企画課長 浮田 光二君 

 よろしくお願いいたします。 

○副町長 鶴原 洋一君 

 次に配置異動でございます。競艇事業局次長の藤崎隆好です。 

○競艇事業局次長 藤崎 隆好君 

 よろしくお願いします。 

○副町長 鶴原 洋一君 

 企画政策課長の中西新吾です。 

○企画政策課長 中西 新吾君 

 よろしくお願いいたします。 

○副町長 鶴原 洋一君 

 財政課長の柴田敬三です。 

○財政課長 柴田 敬三君 

 よろしくお願いします。 

○副町長 鶴原 洋一君 

 健康・こども課長の濵村昭敏です。 
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○健康・こども課長 濵村 昭敏君 

 よろしくお願いします。 

○副町長 鶴原 洋一君 

 以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長 小田 武人君 

 以上で報告を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 02分開会 

○議長 小田 武人君 

 それでは、直ちに会議を始めます 

 ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、ただいまから平成２９年芦屋

町議会第２回臨時会を開会いたします。 

 それでは、お手元に配付しております議事日程に従って、会議を進めてまいります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について 

○議長 小田 武人君 

 まず、日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長 小田 武人君 

 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 署名議員については、芦屋町議会会議規則第１２７条の規定により、３番、今田議員と９番、

辻本議員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．選挙第１号 

○議長 小田 武人君 

 次に、日程第３、選挙第１号、芦屋町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 
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 芦屋町選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が、平成２９年４月２６日をもって満了となる

ため、新たに選挙により委員の選出を行うものでございます。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により、指名推選の

方法で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、議長が指名いたします。 

 まず、選挙管理委員について、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 中野 功明君 

 選挙管理委員会委員、山崎八江子氏、正門町７番７号、昭和９年５月３０日生まれ。伊藤一重

氏、大字山鹿１５３７番地１、昭和１７年１２月８日生まれ。本郷恭子氏、西浜町１番２２号、

昭和２３年２月２６日生まれ。柴田正裕氏、山鹿３９番２６号、昭和２４年７月２日生まれ。以

上４名でございます。 

○議長 小田 武人君 

 お諮りいたします。ただいま指名しました４名の方を、選挙管理委員の当選人に決定すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、ただいま指名しました４名の方が、選挙管理委員会委員に当選されました。 

 次に、選挙管理委員補充員について、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 中野 功明君 

 選挙管理委員会委員補充員、１号、横田恭二氏、中ノ浜７番７号、昭和２８年４月１日生まれ。

２号、向井米子氏、中ノ浜１２番１２号、昭和２２年４月１６日生まれ。３号、中西一美氏、大

字山鹿１０７２番地１、昭和２６年３月１１日生まれ。４号、安髙和子氏、大字芦屋９４３番地、

昭和２３年１１月２７日生まれ。以上４名でございます。 

○議長 小田 武人君 

 お諮りいたします。ただいま指名しました４名の方を、選挙管理委員補充員の当選人に決定す
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ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、ただいま指名しました４名の方が、順序のとおり選挙管理委員補充員に当

選されました。 

○議長 小田 武人君 

 次に、新たな議案が提出されております。 

 お諮りいたします。追加日程第１、同意第４号については、直ちに議題として上程し、書記に

議案の朗読をさせた上、町長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．同意第４号 

○議長 小田 武人君 

 書記に議案の朗読を命じます。書記。 

〔朗 読〕 

○議長 小田 武人君 

 以上で朗読は終わりました。 

 町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長 波多野茂丸君 

 それでは、本日提案いたしております人事議案につきまして、提案理由を御説明いたします。 

 同意第４号の芦屋町教育委員会委員の任命につきましては、現在、教育委員１名が欠員となっ

ておりますので、新たに本田幸代氏を任命いたしたく、本町議会の同意をお願いするものでござ

います。 

 本田氏は、長年芦屋町職員として奉職され、在職中は、教育委員会社会教育課文化係長、生涯

学習課長を務められ、教育分野には精通されており、人格・見識に関しても申し分なく適任です

ので、同意くださいますようお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではありますが、提案理由の御説明を終わります。 

 よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長 小田 武人君 

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 



- 5 - 

 お諮りいたします。本案については、人事案件でございますので、この際、質疑、委員会付託、

討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 お諮りいたします。追加日程第１、同意第４号について、同意することに賛成の方の挙手をお

願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 小田 武人君 

 満場一致であります。よって、同意第４号は、同意することに決定いたしました。 

 ただいまから、しばらく休憩いたします。 

午前10時11分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時45分再開 

○副議長 松上 宏幸君 

 皆さん、おはようございます。ただいまから再開します。 

 本日、４月７日付をもって、小田議長から、議長の辞職願が提出されました。 

 よって、議長にかわりまして、私、副議長が議事を進めてまいります。 

 お諮りします。議長の辞職を日程に追加し、追加日程第２として、議題とすることに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 はい、ありがとうございます。御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．許可第１号 

○議長 小田 武人君 

 それでは、追加日程第２、許可第１号、議長の辞職を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、小田議員は除斥となりますので、退席を求めます。 

〔１２番 小田 武人君 退場〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 お諮りします。小田議員の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副議長 松上 宏幸君 

 御異議なしと認め、小田議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 小田議員の入場を求めます。 

〔１２番 小田 武人君 入場〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りします。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第３として、選挙を行いたいと思います

が、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第３．選挙第２号 

○副議長 松上 宏幸君 

 それでは、追加日程第３、選挙第２号、議長の選挙を行います。選挙の方法については、投票

で行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 ただいま出席議員は１２名です。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、開票立会人に刀根議員と内海議員を指名しますので、

よろしくお願いします。 

 念のために申し上げます。公職選挙法に基づき、投票は単記無記名です。白票を投じたもの、

正規の投票用紙以外の用紙を使用したもの、２名以上の氏名を記載しているもの、他事を記載し

ているものにつきましては無効となります。 

 また、投票の結果、法定得票数を超え、得票数が同数の場合は、地方自治法第１１８条第１項

の規定により、公職選挙法第９５条第２項の規定を準用して、くじで当選人を決定することにな

っております。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 配付漏れはありませんか。 



- 7 - 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 よろしいですね。配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 異常なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。自席において被選挙人の氏名を投票用紙に記載し、点呼に応じ

て順次投票をお願いします。 

 点呼を命じます。 

〔書記点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………………… 

        ２番  松岡  泉議員      ３番  今田 勝正議員 

        ４番  内海 猛年議員      ５番  刀根 正幸議員 

        ６番  妹川 征男議員      ７番  貝掛 俊之議員 

        ８番  田島 憲道議員      ９番  辻本 一夫議員 

       １０番  川上 誠一議員     １１番  横尾 武志議員 

       １２番  小田 武人議員      １番  松上 宏幸議員 

……………………………………………………………………………………… 

○副議長 松上 宏幸君 

 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 皆さん、お済みですね。では、以上で投票を終わります。 

 ただいまから開票を行います。刀根議員と内海議員、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開 票〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 それでは、ただいまから選挙の結果を報告します。 

 投票総数１２票、有効投票数１２、無効投票ゼロです。有効投票中、小田議員６票、辻本議員

５票、川上議員１票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、小田議員が、議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 
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 以上です。 

〔議場開鎖〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 議長選挙に当選されました小田議員が議場におられますので、本席から会議規則第３３条第２

項の規定により、当選の告知をいたします。 

 それでは、小田議員、演壇にて当選承諾及び御挨拶をお願いします。 

○議長 小田 武人君 

 一言御挨拶を申し上げます。 

 ただいま、議員各位の御推挙により、議長に就任することとなり、まことに光栄に存じるとこ

ろでございます。 

 私は、全身全霊を打ち込んで事に当たり、公正を旨とし、議会の円滑なる運営を図り、芦屋町

のますますの発展と、地方自治の振興のために、全力を尽くす所存でございます。 

 しかし、浅学非才の身であり、皆様の御協力なしには、議長の重責を全うすることは、不可能

でございます。 

 ここに、議員各位並びに執行部各位の、御支援と御協力を、心からお願い申し上げまして、就

任の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

〔拍 手〕 

○副議長 松上 宏幸君 

 これで、議長選挙は終わりました。御協力ありがとうございました。 

 それでは小田議長、議長席にお着き願います。 

 これで失礼します。 

〔副議長退席、議長着席〕 

○議長 小田 武人君 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時４分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時00分再開 

○議長 小田 武人君 

 再開いたします。 

 本日、４月７日付をもって、松上副議長を初め、各常任委員会委員、議会運営委員会委員及び

議会選出の各議員から辞職願が提出されましたので、この際、追加日程第４、許可第２号から、

追加日程第１１、選挙第５号までを日程に追加したいと思いますが、御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第４．許可第２号 

○議長 小田 武人君 

 それでは、まず、追加日程第４、許可第２号、副議長の辞職を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、松上議員は除斥となりますので、退席を求めます。 

〔１番 松上 宏幸君 退場〕 

○議長 小田 武人君 

 お諮りいたします。 

 松上議員の副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、松上議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 松上議員の入場を求めます。 

〔１番 松上 宏幸君 入場〕 

────────────・────・──────────── 

追加日程第５．選挙第３号 

○議長 小田 武人君 

 ただいま副議長が欠員となりましたので、ここで、追加日程第５、選挙第３号、副議長の選挙

を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により、指名推選の方法

で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 
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 副議長に内海議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました内海議員を副議長の当選人に決定することに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認めます。よって、副議長に内海議員が当選されました。内海議員が議場におら

れますので、本席から、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

それでは、内海議員、演壇にて当選承諾及び御挨拶をお願いいたします。 

○副議長 内海 猛年君 

 ただいま皆様方の御推挙によりまして、副議長の職を賜りました内海猛年でございます。 

 私も議員に当選してまだ若輩者でございます。しかし、芦屋町を思う心は皆様方以上に持って

いると思います。これからも議長を補佐しながら、また皆様方の御支援、御協力を賜りながらこ

の副議長の職を全うしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

〔拍 手〕 

○議長 小田 武人君 

 これで、副議長選挙は終わりました。御協力ありがとうございました。 

 それでは会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第６．議席の指定 

○議長 小田 武人君 

 次に、追加日程第６、議席の指定を行います。ただいまより、議席表を配付いたします。 

 議席については、会議規則第４条第３項の規定により、議長が指定します。議員各位の氏名と

議席番号を、書記に朗読させます。書記。 

〔朗 読〕 

……………………………………………………………………………………… 

        １番  内海 猛年議員      ２番  松岡  泉議員 

        ３番  今田 勝正議員      ４番  刀根 正幸議員 

        ５番  妹川 征男議員      ６番  貝掛 俊之議員 

        ７番  田島 憲道議員      ８番  辻本 一夫議員 

        ９番  川上 誠一議員     １０番  松上 宏幸議員 

       １１番  横尾 武志議員     １２番  小田 武人議員 

……………………………………………………………………………………… 
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○議長 小田 武人君 

 ただいま朗読しましたとおり、議席を指定します。 

 なお、本日は名札の取りかえができませんので、今の議席のままで会議を進行させていただき

ます。御協力のほどよろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第７．許可第３号 

○議長 小田 武人君 

 次に、追加日程第７、許可第３号、常任委員会委員、議会運営委員会委員の辞任を議題といた

します。 

 お諮りいたします。委員会条例第１２条第２項の規定により、常任委員会委員、議会運営委員

会委員の辞任を許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認めます。よって、常任委員会委員、議会運営委員会委員の辞任を許可すること

に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第８．発議第１号 

○議長 小田 武人君 

 ただいま、常任委員会委員、議会運営委員会委員が欠員となりましたので、ここで、追加日程

第８、発議第１号、常任委員会委員の選任を議題といたします。 

 希望する委員会があれば、ただいまから配付する用紙に記入し、事務局まで提出してください。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後０時８分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時40分再開 

○議長 小田 武人君 

 再開します。 

 常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名いたし

ます。ただいまから、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 中野 功明君 

 総務財政常任委員会、松上宏幸議員、小田武人議員、田島憲道議員、妹川征男議員、刀根正幸

議員、今田勝正議員、以上６名でございます。 
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 民生文教常任委員会、横尾武志議員、川上誠一議員、辻本一夫議員、貝掛俊之議員、内海猛年

議員、松岡泉議員、以上６名でございます。 

○議長 小田 武人君 

 お諮りします。ただいま朗読しましたとおり指名することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認めます。よって、総務財政常任委員会委員及び民生文教常任委員会委員は、そ

れぞれ原案のとおり決定いたしました。 

 総務財政常任委員会及び民生文教常任委員会正副委員長につきまして、ただいまから、それぞ

れ互選していただきますようお願いいたします。また、議会広報常任委員会委員及び議会運営委

員会委員についても、総務財政常任委員会及び民生文教常任委員会において、各３名の互選をし

ていただき、その結果は後ほど報告していただきたいと思います。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後３時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時46分再開 

○議長 小田 武人君 

 再開いたします。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 総務財政常任委員会及び民生文教常任委員会におきまして、正副委員長の互選が行われ、結果

報告がありました。 

 総務財政常任委員長に松上議員、副委員長に今田議員、民生文教常任委員長に貝掛議員、副委

員長に松岡議員、以上のとおり決定いたしました。 

 次に、議会広報常任委員会の選任について、議長が指名をいたします。 

 ただいまから、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 中野 功明君 

 議会広報常任委員会、川上誠一議員、妹川征男議員、刀根正幸議員、内海猛年議員、今田勝正

議員、松岡泉議員、以上６名でございます。 

○議長 小田 武人君 

 お諮りいたします。ただいま朗読しましたとおり指名することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 
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 御異議なしと認めます。よって、議会広報常任委員会委員は、それぞれの原案のとおり決定い

たしました。 

 議会広報常任委員会正副委員長につきまして、ただいまから、それぞれ互選していただきます

ようお願いいたします。その結果は後ほど報告していただきたいと思います。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後４時49分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後５時10分再開 

○議長 小田 武人君 

 再開いたします。 

 議会広報常任委員会におきまして、正副委員長の互選が行われ、結果報告がありました。 

 議会広報常任委員長に川上議員、副委員長に内海議員、以上のとおり決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第９．発議第２号 

○議長 小田 武人君 

 次に、追加日程第９、発議第２号、議会運営委員会委員の選任を議題といたします。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名し

ます。 

 ただいまから、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 中野 功明君 

 議会運営委員会、横尾武志議員、松上宏幸議員、辻本一夫議員、貝掛俊之議員、妹川征男議員、

今田勝正議員、以上６名でございます。 

○議長 小田 武人君 

 お諮りします。ただいま朗読しましたとおり指名することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員は、原案のとおり決定いたしました。 

 議会運営委員会正副委員長につきまして、ただいまから、それぞれ互選していただきますよう

お願いいたします。その結果は後ほど報告していただきたいと思います。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後５時12分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後５時40分再開 

○議長 小田 武人君 

 再開いたします。 

 議会運営委員会におきまして、正副委員長の互選が行われ、結果報告がありました。 

 議会運営委員長に横尾議員、副委員長に今田議員、以上のとおり決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１０．選挙第４号 

○議長 小田 武人君 

 次に、追加日程第１０、選挙第４号、遠賀・中間地域広域行政事務組合議会議員の選挙を行い

ます。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により、指名推選の

方法で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 ただいまから、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 中野 功明君 

 遠賀・中間地域広域行政事務組合議会議員、横尾武志議員、辻本一夫議員、松岡泉議員、以上

３名でございます。 

○議長 小田 武人君 

 ただいま指名しましたとおり、本選挙の当選人に決定することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました３名が、本選挙の当選人に決定いたし

ました。 

 当選されました３名の方に対し、本席から、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告

知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１１．選挙第５号 

○議長 小田 武人君 

 次に、追加日程第１１、選挙第５号、福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により、指名推選の方法
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で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 ただいまから、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 中野 功明君 

 福岡県介護保険広域連合議会議員、川上誠一議員、以上でございます。 

○議長 小田 武人君 

 お諮りします。ただいま指名しましたとおり、本選挙の当選人に決定することに、御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました川上議員が、本選挙の当選人に決定い

たしました。 

 当選されました川上議員に対し、本席から、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告

知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１２．同意第５号 

○議長 小田 武人君 

 ここで、新たな議案が提出されております。 

 お諮りします。追加日程第１２、同意第５号については、直ちに議題として上程し、書記に議

案の朗読をさせた上、町長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 書記に議案の朗読を命じます。書記。 

〔朗 読〕 

○議長 小田 武人君 

 以上で朗読は終わりました。 

 町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長 波多野茂丸君 

 それでは同意第５号につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 
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 町議会議員の中から選任いたしておりました、監査委員、辻本一夫氏が４月７日をもって辞任

されましたので、新たに刀根正幸氏を監査委員に選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項

の規定により、本町議会の同意を求めるものです。 

 刀根氏は平成２３年から本年に至るまで町議会議員を経験され、地方公共団体の財務管理や事

業の経営管理についての知識に優れ、監査委員として適任であると存じますので、御同意くださ

いますようお願い申し上げます。 

 以上簡単ではありますが、提案理由の御説明を終わります。 

○議長 小田 武人君 

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 地方自治法第１１７条の規定により、刀根議員は除斥となりますので、退席を求めます。 

〔４番 刀根 正幸君 退場〕 

○議長 小田 武人君 

 お諮りいたします。本案については、人事案件でございますので、この際、質疑、委員会付託、

討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 小田 武人君 

 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 お諮りします。追加日程第１２、同意第５号について、原案に同意することに賛成の方の挙手

をお願いいたします。 

〔挙 手〕 

○議長 小田 武人君 

 満場一致であります。よって、同意第５号は、原案に同意することに決定いたしました。 

 刀根議員の入場を求めます。 

〔４番 刀根 正幸君 入場〕 

────────────・────・──────────── 

○議長 小田 武人君 

 以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

 これをもって本日の会議を閉じ、あわせて、平成２９年芦屋町議会第２回臨時会を閉会いたし

ます。 

 長時間の御審議、お疲れさまでございました。 

午後５時 47分閉会 
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